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（要 旨）  

 調 布市 は 2021年 11月 10日、「 個人 情報 の漏 えい に関 する お詫 びと 御報

告」 を調 布市 ホー ムペ ージ （ https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/  

contents/1636529131772/i ndex.html）に公 表し まし た。 そこ には 、情

報公 開業 務に おけ る第 三者 照会 にお いて 、「 意見 を聴 く必 要の ある 関係

機関 に対 して 連絡 する 際に 、請 求者 の個 人情 報が 含ま れた 情報 公開 請求

書を 本日 まで に計 ９枚 送付 しま した 。 そ の際 に個 人情 報に マス キン グを

施す こと を怠 り、 個人 情報 が漏 えい する 事案 が発 生い たし まし た。 日々

の業 務を 行う なか で、 個人 情報 保護 への 職員 の意 識が 希薄 であ った こと

によ るミ スが 本事 案を 発生 させ た要 因で す。 」と あり ます 。  

また 、調 布市 長か ら被 害者 宛の 「個 人情 報漏 えい につ いて お詫 びと 御報

告」 （３ 調都 街発 第 2240002号  令 和３ 年 11月 10日） には 、令 和３ 年６ 月

10日付か ら 10月 29日付 まで の計 ８日 の市 政情 報公 開請 求に つい て、 東京

外か く環 状道 路（ 関越 ～東 名） の事 業者 であ る国 交省 ・Ｎ ＥＸ ＣＯ 東日

本・ ＮＥ ＸＣ Ｏ中 日本 に送 付し たこ とや 、「 事業 者に 確認 した とこ ろ、

「市 政情 報公 開請 求書 」に つい ては 適正 に破 棄し たと の回 答が あり まし

た。 」な どと あり ます 。  

 

一方 、 11月 11日以 降、 東京 新聞 は、 「調 布市 、請 求者 の個 人情 報を 繰

り返 し漏 えい  陥 没事 故の 情報 公開 」（ 11月 11日 ）、 「「 前回 同様 、取

扱厳 重注 意で 」調 布市 情報 漏え い問 題  市職 員が メー ルで 念押 し」 （ 11



月 12日）、 「調 布市個 人情 報漏 えい 、身 内も 驚く ずさ ん運 用「 ミス 」で

なく 「そ もそ も送 る必 要は ない 」」 （ 11月 12日） とい う見 出し で報 道し

てい ます 。  

 

今回 の個 人情 報漏 えい は、 憲法 に基 づく 国民 の主 権者 とし ての 「知 る

権利 」と 人格 権に 基づ くプ ライ バシ ーの 保護 に反 し、 調布 市情 報公 開条

例及 び調 布市 個人 情報 保護 条例 とそ の精 神に 反す る行 為で あり 、ま た、

地方 公務 員法 第 34条（ 守秘 義務 ）に 違反 して おり 、極 めて 重大 な違 法行

為で す。  

調布 市の 発表 は詳 細が 不明 であ り、 上記 報道 との 食い 違い も見 られ 、

大き な疑 問が 残り ます 。  

また 、地 方自 治体 や国 の行 政機 関に 対す る住 民や 国民 の信 頼を 失う こ

とに もつ なが りま す。  

 

公正 中立 な第 三者 機関 にお いて 、こ の「 個人 情報 漏え い」 の真 相を 徹

底解 明す るこ とを 求め ます 。  

以上 につ いて 陳情 いた しま す。  

 

 


